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行政のうごき

１. はじめに

栃木県は、日本一の「いちご王国」であり、日光の

社寺などの歴史・文化、北関東のど真ん中に位置する

恵まれた県土、ラムサール条約湿地「奥日光の湿原」

を有するほか、自動車・航空機・医療機器をはじめと

する工業製品を製造する「ものづくり県」としても知

られており、令和４年には「医療用Ｘ線装置」「歯科

用機械器具」「シャッター」「硬質プラスチック発泡製

品（厚板）」について、全国１位の出荷額を記録する

など、多様な魅力・実力を有しています。  写真１  

資源循環を巡る情勢については、「サーキュラーエ

コノミー（CE）への移行」が国家戦略として掲げら

れ、地方自治体にも地域の実情に応じた役割分担が求

められるようになりました。栃木県では、令和元年に

県内25市町とともに「栃木からの森里川湖プラごみゼ

ロ宣言」を行うなど、独自の資源循環施策を推進して

きましたが、CEは資源循環に加え「経済成長」を含

む経済システムであるため、環境行政のみでは十分な

企画・推進が難しいという課題がありました。そこで、

産業振興を担う産業労働観光部と連携し、環境と産業

の両面から取り組む体制を整えることとしました。

2. 栃木県における資源循環の方向性

本県では５年ごとに県の総合的な行政計画の見直

しを行っており、資源循環行政の取組指針である「栃

木県資源循環推進計画」も令和７年度に終期を迎える

こととなっていました。このため、新たな計画策定に

あたり、「サーキュラーエコノミーへの移行」を基本目

標とする方向で検討を開始しましたが、検討にあたっ

ては、「国が進めているから」という理由に留まらず、

栃木県として取り組む意義を深掘りする必要があり

ます。結果、県内の産業構造、プラスチック関連産業

の集積度、先進的な技術を有する企業の存在などを踏

まえると、栃木県はCE型社会への移行を進める上で

高い潜在力を持っていることを再確認できました。

3. サーキュラーエコノミー移行に向けた施策展開

（１）県内産業の強みを活かした循環モデルの創出
本県は高度リサイクルの代表例である「ペットボトル

の水平リサイクル」を全国で初めて実用化した企業を

有するほか、県内にはプラスチック産業が数多く集積

しており、再生樹脂を活用した製品づくりといった地場

産業振興、ひいては地方創生につながる取組の創出も

期待できる潜在力を有します。このようなことを踏まえ、

新たなビジネスモデルの構築に向けた環境整備を進め

ていくこととしました。   P.36写真2  

（２）�環境３分野の計画を統合した�  
「栃木県環境総合計画」

本県では、脱炭素、資源循環、生物多様性の各分

野で個別の計画を策定していましたが、それぞれの取

組の連携を強化するため、有識者で構成する県環境

審議会やパブリックコメント等を経て、３計画を統合

した「栃木県環境総合計画」を策定しました。計画は、

  写真 1    戦場ヶ原、小田代ヶ原

栃木県におけるサーキュラーエコノミーへの 
移行に向けた取組について

栃木県環境森林部資源循環推進課　副主幹　佐藤　正浩

35JWセンター情報 2026. 4



行政のうごき

栃木県におけるサーキュラーエコノミーへの移行に向けた取組について

今後５年間の資源循環施策の基本方針として「サー

キュラーエコノミーへの移行」を基本目標の１つに位

置付け、同一の施策が複数の分野に効果をもたらす

点（例：アルミやプラスチック等のリサイクルは資源

確保と温室効果ガス削減の双方に寄与）を明確にし、

部局横断的な推進を図ることを狙いとしています。

4. 令和８年度以降の主な取組

本県の有する潜在力や新たに策定した計画に基づ

き、以下の事業を令和８年度予算に計上しました。新

たなビジネスモデルの構築に向けた環境整備や県民・

事業者向けの普及啓発など、本格的な取組加速に向

けた「ステップ１」として取り組み、CEへの移行を

推進していく考えです。

•　製造業とリサイクル業とのマッチング支援
•　�サーキュラーエコノミー型ビジネスモデル創出の
補助金制度（補助率2/3、上限7,500千円）

•　県民や事業者への普及啓発
•　製造業者を対象としたセミナーや研究会の開催

5. ステップ０としての令和７年度の取組

令和８年度の取組をスムーズに進めるため、令和７

年度にステップ０として以下の事業を実施しました。

（１）事業者向け講習会の充実
本県で従来から実施している産業廃棄物排出事業

者及び処理業者向けの講習会において、CEに係る先

進的な取組を実施している事業者様に講演いただき、

県内の事業者向けへの普及啓発に努めました。

講演事業者 テーマ

川上産業株式会社 気泡緩衝材プチプチ ® の資源
循環について

日榮新化株式会社 
（資源循環プロジェクト）

ラベル台紙の水平リサイクル事
業「資源循環プロジェクト」

リバー株式会社
（TRE ホールディングス株式会社）

サーキュラーエコノミーの実現
に向けた静脈産業の役割期待

（２）マッチングセミナーの開催
公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団と共催

し、製造業とリサイクル業の双方が参加するマッチン

グセミナーを実施しました。  写真3  

基調講演、先進県（埼玉県）の取組紹介のほか、県

内企業による現状・課題の共有、グループディスカッ

ション等により、多くの企業間の意見交換、情報共有

ができたとともに、参加者同士のつながりが確実に強

化されたと考えております。

6. 課題と今後の展望

サーキュラーエコノミーの社会実装に向けては、

QCD（品質・コスト・納期） の面で解決すべき課題が

まだまだありますが、資源有効利用促進法の施行、世

界的な再生材利用拡大の潮流、輸入規制の強化など

を踏まえると、再生材の確保や循環型産業の構築は、

将来ますます重要性を増すことが確実であると考え

ております。

栃木県としては、これまでの取組を着実に進めつつ、

産業界・行政・県民が連携しながら、サーキュラーエ

コノミーへの移行を確実に前進させて参ります。

  写真 2    ペットボトルの水平リサイクルイメージ
協栄産業株式会社提供

  写真 3    マッチングセミナーの様子

36 JWセンター情報 2026. 4


